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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラントの運用計画を立案する装置であって、
　前記プラントに関する運転実績データから所定事象に関する運転範囲の分布を抽出し、
前記運転範囲からの逸脱度を示す基本指標を前記所定事象ごとに定める運転範囲抽出部と
、
　前記所定事象の基本指標を組合せることで、運用計画における評価指標を生成し、前記
プラントの構成に関する制約条件および前記評価指標を目的関数とする最適化問題を解く
ことで、過去の所定期間に関して運用計画案を立案し、前記運用計画案と当該期間に関す
る運転実績データとの一致度を計算し、前記一致度が最大となる前記評価指標の構成を探
索する問題構成学習部と、
　前記プラントに関する所定の需要予測値および前記プラントに関する直近の運転実績デ
ータから、運用計画の満たすべき制約条件を計算し、当該制約条件と前記探索した評価指
標を目的関数とした最適化問題を解くことで運用計画を立案する運用計画立案部と、
　を備えることを特徴とする運用計画立案装置。
【請求項２】
　前記問題構成学習部は、
　前記基本指標を線形演算および最大値演算により組合せることで前記評価指標を生成す
るものであることを特徴とする請求項１に記載の運用計画立案装置。
【請求項３】
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　前記問題構成学習部は、
　需要予測の誤差に対する運用計画の頑健性の指標を基本指標として用いるものであるこ
とを特徴とする請求項１に記載の運用計画立案装置。
【請求項４】
　前記運転実績データが示す、前記プラントにおける所定機器の状態に基づいて、当該プ
ラントの運用条件を抽出する運用条件抽出部を更に備え、
　前記問題構成学習部は、前記運用条件ごとに前記評価指標の構成に加える変更を探索す
るものであり、
　前記運用計画立案部は、前記運用条件に対応する評価指標の構成を目的関数として選択
するものである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の運用計画立案装置。
【請求項５】
　前記運用計画と、前記運用計画の前記運転範囲からの逸脱度とを、所定装置にて表示す
る構成・計画表示部を更に備える、
　ことを特徴とする請求項１に記載の運用計画立案装置。
【請求項６】
　前記探索した評価指標の構成を所定装置にて表示し、前記構成に対する修正指示を受け
付ける構成・計画表示部を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の運用計画立案装
置。
【請求項７】
　水道プラントの取送配水プロセスを運用計画立案の対象とし、
　前記運転範囲抽出部は、取水量、送水量、配水量、配水池水位、ポンプおよびバルブの
運転切替操作の回数、間隔、時間帯、の少なくともいずれかについて、前記分布を抽出す
るものである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の運用計画立案装置。
【請求項８】
　水道プラントの取送配水プロセスを運用計画立案の対象とし、
　前記問題構成学習部は、前記運用計画案と当該期間に関する運転実績データとの一致度
を、取水量、送水量、配水量、配水池水位、ポンプおよびバルブの運転切替時刻の差、の
少なくともいずれかに基づいて計算するものである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の運用計画立案装置。
【請求項９】
　運用計画に基づきプラントを制御する運用制御システムであって、
　前記プラントのセンサによる計測値を収集し、前記プラントを制御するサブコントロー
ラに制御指示を行う監視制御装置と、
　前記監視制御装置の制御目標となる運用計画を立案する運用計画立案装置であって、
　前記監視制御装置を介して得た前記プラントに関する計測値たる運転実績データから、
所定事象に関する運転範囲の分布を抽出し、前記運転範囲からの逸脱度を示す基本指標を
前記所定事象ごとに定める運転範囲抽出部と、
　前記所定事象の基本指標を組合せることで、運用計画における評価指標を生成し、前記
プラントの構成に関する制約条件および前記評価指標を目的関数とする最適化問題を解く
ことで、過去の所定期間に関して運用計画案を立案し、前記運用計画案と当該期間に関す
る運転実績データとの一致度を計算し、前記一致度が最大となる前記評価指標の構成を探
索する問題構成学習部と、
　前記プラントに関する所定の需要予測値および前記プラントに関する直近の運転実績デ
ータから、運用計画の満たすべき制約条件を計算し、当該制約条件と前記探索した評価指
標を目的関数とした最適化問題を解くことで運用計画を立案する運用計画立案部と、
　を備える運用計画立案装置と、
　を含むことを特徴とする運用制御システム。
【請求項１０】
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　プラントの運用計画を立案する情報処理装置が、
　前記プラントに関する運転実績データから所定事象に関する運転範囲の分布を抽出し、
前記運転範囲からの逸脱度を示す基本指標を前記所定事象ごとに定める運転範囲抽出処理
と、
　前記所定事象の基本指標を組合せることで、運用計画における評価指標を生成し、前記
プラントの構成に関する制約条件および前記評価指標を目的関数とする最適化問題を解く
ことで、過去の所定期間に関して運用計画案を立案し、前記運用計画案と当該期間に関す
る運転実績データとの一致度を計算し、前記一致度が最大となる前記評価指標の構成を探
索する問題構成学習処理と、
　前記プラントに関する所定の需要予測値および前記プラントに関する直近の運転実績デ
ータから、運用計画の満たすべき制約条件を計算し、当該制約条件と前記探索した評価指
標を目的関数とした最適化問題を解くことで運用計画を立案する運用計画立案処理と、
　を実行することを特徴とする運用計画立案方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運用計画立案装置、運用制御システム、および、運用計画立案方法に関する
ものであり、具体的には、プラント個別の状況や運転ノウハウを適宜に反映させた運用計
画を立案可能とする技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上下水道施設など各種プラントの運用に際しては、該当施設の仕様や生成物の需給関係
、運転用リソース、など様々な条件を勘案しつつ、運用の品質や効率が最適となるよう運
用計画を立案する必要がある。
【０００３】
　このような運用計画に関する従来技術としては、例えば、プラント内のプラント機器に
対する制御を予め作成してある運用計画に基づき行うプラント運用制御装置において、前
記プラントからプロセスコントローラを介して入力したプロセスデータを記憶するプロセ
スデータ記憶手段と、前記プロセスデータ記憶手段に記憶された過去の実績値、及びヒュ
ーマンインターフェースから入力される所定の情報に基づき、需要を予測演算する需要予
測部と、前記需要予測部で予測演算された需要予測値に基づき、免疫的アルゴリズムを用
いて最適な運用計画についての演算を行うＩＡ最適計画演算手段と、前記ＩＡ最適計画演
算手段が前記免疫的アルゴリズムを用いる演算を行う際に、記憶細胞及びサプレッサー細
胞を記憶させておくための細胞記憶手段と、を備えたことを特徴とするプラント運用制御
装置（特許文献１参照）などが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２２８４０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来技術においては、最適化の初期解として実績値を使用することで準最適な運用計画
を高速に求めることは可能である。しかしながら、その対象として、配水池やポンプ等の
施設数が多岐に亘るプラントを想定しておらず、また、運用実績に潜在しているはずの熟
練運転員らの運転傾向を運用計画に適宜に反映させることもない。つまり、運用計画最適
化の観点からすれば、当該運用計画に反映させるべき事象が十分に反映されていないとの
課題が残されている。こうした課題は、将来の人口減に伴う事業維持の困難性や、熟練者
の高齢化や定年退職による運転ノウハウの未承継、といった問題を抱える水道事業におい
て特に明らかと言える。
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【０００６】
　そこで本発明の目的は、プラント個別の状況や運転ノウハウを適宜に反映させた運用計
画を立案可能とする技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決する本発明の運用計画立案装置は、プラントの運用計画を立案する装置
であって、前記プラントに関する運転実績データから所定事象に関する運転範囲の分布を
抽出し、前記運転範囲からの逸脱度を示す基本指標を前記所定事象ごとに定める運転範囲
抽出部と、前記所定事象の基本指標を組合せることで、運用計画における評価指標を生成
し、前記プラントの構成に関する制約条件および前記評価指標を目的関数とする最適化問
題を解くことで、過去の所定期間に関して運用計画案を立案し、前記運用計画案と当該期
間に関する運転実績データとの一致度を計算し、前記一致度が最大となる前記評価指標の
構成を探索する問題構成学習部と、前記プラントに関する所定の需要予測値および前記プ
ラントに関する直近の運転実績データから、運用計画の満たすべき制約条件を計算し、当
該制約条件と前記探索した評価指標を目的関数とした最適化問題を解くことで運用計画を
立案する運用計画立案部と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の運用制御システムは、運用計画に基づきプラントを制御する運用制御シ
ステムであって、前記プラントのセンサによる計測値を収集し、前記プラントを制御する
サブコントローラに制御指示を行う監視制御装置と、前記監視制御装置の制御目標となる
運用計画を立案する運用計画立案装置であって、前記監視制御装置を介して得た前記プラ
ントに関する計測値たる運転実績データから、所定事象に関する運転範囲の分布を抽出し
、前記運転範囲からの逸脱度を示す基本指標を前記所定事象ごとに定める運転範囲抽出部
と、前記所定事象の基本指標を組合せることで、運用計画における評価指標を生成し、前
記プラントの構成に関する制約条件および前記評価指標を目的関数とする最適化問題を解
くことで、過去の所定期間に関して運用計画案を立案し、前記運用計画案と当該期間に関
する運転実績データとの一致度を計算し、前記一致度が最大となる前記評価指標の構成を
探索する問題構成学習部と、前記プラントに関する所定の需要予測値および前記プラント
に関する直近の運転実績データから、運用計画の満たすべき制約条件を計算し、当該制約
条件と前記探索した評価指標を目的関数とした最適化問題を解くことで運用計画を立案す
る運用計画立案部と、を備える運用計画立案装置と、を含むことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の運用計画立案方法は、プラントの運用計画を立案する情報処理装置が、
前記プラントに関する運転実績データから所定事象に関する運転範囲の分布を抽出し、前
記運転範囲からの逸脱度を示す基本指標を前記所定事象ごとに定める運転範囲抽出処理と
、前記所定事象の基本指標を組合せることで、運用計画における評価指標を生成し、前記
プラントの構成に関する制約条件および前記評価指標を目的関数とする最適化問題を解く
ことで、過去の所定期間に関して運用計画案を立案し、前記運用計画案と当該期間に関す
る運転実績データとの一致度を計算し、前記一致度が最大となる前記評価指標の構成を探
索する問題構成学習処理と、前記プラントに関する所定の需要予測値および前記プラント
に関する直近の運転実績データから、運用計画の満たすべき制約条件を計算し、当該制約
条件と前記探索した評価指標を目的関数とした最適化問題を解くことで運用計画を立案す
る運用計画立案処理と、を実行することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、プラント個別の状況や運転ノウハウを適宜に反映させた運用計画を立
案可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１における運用制御システムの論理構成例を示す図である。
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【図２】実施例１における運用計画立案装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図３】実施例１における運用制御対象となる水道施設群の構成例を示す図である。
【図４Ａ】実施例１における運用計画の例を示す図である。
【図４Ｂ】実施例１における運用計画の例を示す図である。
【図５】実施例１における運転実績の分布および基本指標値の例を示す図である。
【図６】実施例１における運用計画立案方法のフロー例を示す図である。
【図７】実施例１における問題構成表示ウィンドウの例を示す図である。
【図８】実施例１における運用計画表示ウィンドウの例を示す図である。
【図９】実施例２における運用制御システムの論理構成例を示す図である。
【図１０】実施例２における運用計画立案方法のフロー例を示す図である。
【図１１】実施例２における運用条件別問題構成表示ウィンドウの例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
－－－実施例１－－－
　以下に本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。図１は、実施例１にお
ける運用計画立案装置１０１を含む運用制御システム１００の論理構成例を示す図である
。本実施例における運用制御システム１００は、運用計画立案装置１０１により予め立案
した運用計画に基づいて、水道プラントにおける各機器を制御し、当該水道プラントの取
送配水プロセスを管理するシステムである。なお本実施例では、運用計画立案と運用制御
の対象を水道プラントとしたが、勿論これに限定するものではない。
【００１３】
　図１で例示するように、本実施例における運用制御システム１００は、運用計画立案装
置１０１、監視制御装置１０２、センサ１０３、および、サブコントローラ１０４を含ん
で構成される。
【００１４】
　このうち運用計画立案装置１０１は、運転範囲抽出部１１１、問題構成学習部１１２、
需要予測部１１３、運用計画立案部１１４、運転実績データ記憶部１２１、データ収集部
１５１、計画出力部１５２、および、構成・計画表示部１５３、を備える。
【００１５】
　上述の運転範囲抽出部１１１は、運転実績データ記憶部１２１より、該当水道プラント
に関する過去の運転実績データを取得して、当該運転実績データから所定事象に関する運
転範囲の分布を抽出し、当該運転範囲からの逸脱度を示す基本指標を上述の所定事象ごと
に定めるものである。また、運転範囲抽出部１１１は、上述のごとく定めた基本指標に関
する情報を、問題構成学習部１１２および構成・計画表示部１５３に送信する。こうした
運転範囲抽出部１１１の処理の詳細は、図５の説明とともに後述する。
【００１６】
　また、問題構成学習部１１２は、運転実績データ記憶部１２１より、該当水道プラント
に関する過去の運転実績データを取得して、上述の運転範囲抽出部１１１より得た基本指
標を組合せることで、運用計画の評価指標を生成し、水道プラントの構成に関する制約条
件および上述の評価指標を目的関数とする最適化問題を解くことで、過去の所定期間に関
して運用計画案を立案し、この運用計画案と当該期間に関する運転実績データとの一致度
を計算し、この一致度が最大となる評価指標の構成を探索するものである。また、問題構
成学習部１１２は、こうして得た一致度最大の評価指標の構成を問題構成として、運用計
画立案部１１４および構成・計画表示部１５３に送信する。こうした問題構成学習部１１
２の処理の詳細は、図６の説明とともに後述する。
【００１７】
　また、需要予測部１１３は、運転実績データ記憶部１２１より、該当水道プラントに関
する過去の運転実績データを取得して、当該運転実績データに基づいて需要の予測値を計
算し、この需要の予測値を運用計画立案部１１４に送信する。ここで、需要の予測値とは
、予測時点から所定の将来期間（例えば２４時間分）における、所定の時間ステップ（例
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えば３０分ごろ）ごと、水道プラントにおける配水区域ごとの配水量の予測値の時系列を
指す。こうした需要予測の計算方法には、公知の時系列予測方法を採用する。
【００１８】
　また、運用計画立案部１１４は、運転実績データ記憶部１２１より、該当水道プラント
に関する直近の運転実績データを取得し、問題構成学習部１１２より得た上述の問題構成
を取得し、また、需要予測部１１３より需要の予測値を取得し、当該需要予測値および当
該直近の運転実績データから、運用計画の満たすべき制約条件を計算し、この制約条件と
、上述の問題構成学習部１１２の計算した評価指標を目的関数とした最適化問題を解くこ
とで運用計画を立案するものである。また、運用計画立案部１１４は、立案した運用計画
を計画出力部１５２および構成・計画表示部１５３に送信する。こうした運用計画立案部
１１４の処理の詳細は、図６の説明とともに後述する。また、運用計画の詳細は図４の説
明にて後述する。
【００１９】
　また、運転実績データ記憶部１２１は、データ収集部１５１より、水道プラントにおけ
る運用計画対象の取送配水プロセスの運転実績データを取得し、当該運転実績データを蓄
積し、要求に応じて当該運転実績データを運転範囲抽出部１１１、問題構成学習部１１２
、需要予測部１１３、運用計画立案部１１４に送信するものである。
【００２０】
　なお、運転実績データとは、水道プラントにおける取送配水プロセスのセンサ計測値、
および、機器やセンサの故障状態のデータ等を指す。また、運転実績データには、監視制
御装置１０２で管理している関連データ、すなわち、機器やセンサの故障状態の変化に関
するアラーム情報等を含めてもよい。
【００２１】
　また、データ収集部１５１は、監視制御装置１０２から、水道プラントにおける運用計
画対象の取送配水プロセスの運転実績データを受信し、運転実績データ記憶部１２１に送
信するものである。データ収集部１５１と監視制御装置１０２との間は、適宜なネットワ
ークを介して通信可能に結ばれているものとする。
【００２２】
　また、計画出力部１５２は、運用計画立案部１１４より運用計画を取得し、これを監視
制御装置１０２に対し、運用制御の目標値として送信するものである。
【００２３】
　また、構成・計画表示部１５３は、運転範囲抽出部１１１より運転範囲の分布および基
本指標の情報を取得し、また、問題構成学習部１１２より問題構成を取得し、また、運用
計画立案部１１４より運用計画を取得し、これら取得した情報らを、後述する表示部２０
６など適宜な操作者向けのディスプレイ上のウィンドウに表示するものである。こうした
構成・計画表示部１５３の表示例は、図７および図８の説明として後述する。
【００２４】
　また、監視制御装置１０２は、運用制御対象の水道プラントにおける取送配水プロセス
の状態を計測するセンサ１０３から計測値を収集し、この計測値と、当該センサ１０３や
水道プラントにおける機器の故障状態の情報と、センサ１０３や機器の故障状態の変化に
関するアラーム情報とを、運用計画立案装置１０１に送信する装置となる。またこの監視
制御装置１０２は、運用制御の目標値として運用計画を運用計画立案装置１０１から受信
し、当該運用計画に基づいて、運用制御対象の水道プラントにおける取送配水プロセスの
状態を制御するサブコントローラ１０４に対し、制御目標値を送信する。
【００２５】
　なお、運用計画立案装置１０１は、監視制御装置１０２からは遠隔地に設置されたデー
タセンター上のプログラムとして実現してもよい。また、運用計画立案装置１０１を、遠
隔地のデータセンター上のプログラムと、監視制御装置１０２の側に置かれた端末に分割
して実現してもよい。例えば、データセンター上のプログラムで運転範囲抽出部１１１と
問題構成学習部１１２を実装し、上述の端末には運転範囲抽出部１１１と問題構成学習部
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１１２をのぞく部分を実装することができる。
【００２６】
　続いて、本実施例における運用計画立案装置１０１のハードウェア構成について説明す
る。図２は、実施例１における運用計画立案装置のハードウェア構成例を示す図である。
【００２７】
　図２に例示するように、本実施例における運用計画立案装置１０１は、ＣＰＵ２０１、
メモリ２０２、メディア入出力部２０３、入力部２０５、通信制御部２０４、表示部２０
６、周辺機器ＩＦ部２０７、および、バス２１０、を含んで構成されている。
【００２８】
　このうちＣＰＵ２０１は、メモリ２０２上のプログラム２０２１を実行する演算装置で
ある。また、メモリ２０２は、上述のプログラム２０２１やテーブル等を一時記憶する記
憶手段である。また、メディア入出力部２０３は、所定の記憶媒体から読み取った上述の
プログラム２０２１やテーブル等を保持し、適宜にメモリ２０２に格納する。
【００２９】
　また、入力部２０５は、キーボード、マウス等の入力インターフェイスをユーザに提供
する装置である。また、通信制御部２０４は、ネットワーク２２０と接続して、監視制御
装置１０２等の外部装置と通信を実行するネットワークインターフェイス等である。
【００３０】
　また、表示部２０６は、図１の構成・計画表示部１５３による情報の表示先となる装置
であり、具体的にはディスプレイである。また、周辺機器ＩＦ部２０７は、プリンタ等の
インターフェイスである。
【００３１】
　また、バス２１０は、ＣＰＵ２０１、メモリ２０２、メディア入出力部２０３、入力部
２０５、通信制御部２０４、表示部２０６、および、周辺機器ＩＦ部２０７を相互接続す
るものである。
【００３２】
　図１と図２との対比から明らかなように、図１の運用計画立案装置１０１は、ＣＰＵ２
０１がプログラム２０２１を実行することで実現している。なお、運用計画立案装置１０
１と監視制御装置１０２を、同一のハードウェア上に異なるプログラムとして実現するこ
ととしてもよい。
【００３３】
　図３は、実施例１において運用制御対象の水道プラントにおける取送配水系の設備構成
を示す図である。図３を参照して、運用計画立案装置１０１が監視対象とする水道プラン
トである水道の取送配水プロセスの構成を説明する。
【００３４】
　図３で例示する設備構成においては、配水池３０１、３０２から配水区域３４１に対し
て、配水ポンプ施設３２１、３２２により多点注入でポンプ配水している。図中には、配
水管３５４のように、代表的な配水管のみを記載している。
【００３５】
　また、上述の配水区域３４１中には、末端局３６１、３６１があり、ここで水圧や水質
を計測する。また、配水池３０３から配水区域３４２に対して減圧バルブ３３４を通じて
自然流下配水している。一方、配水池３０１への流入は、送水管３５１を通じた用水供給
事業者からの受水と、取水ポンプ施設３２４からの原水を浄水場３１１で処理した浄水と
からなる。こうした配水池３０１の水の一部は、送水ポンプ施設３２３、送水管３５３を
経由して配水池３０３に送水している。また、配水池３２２への流入は、送水管３５２を
通じた用水供給事業者からの受水である。なお、各配水池の送水管からの流入部には、流
量調整バルブ３３１、３３２、３３３が配置されている。
【００３６】
　この例にて、監視制御装置１０２が計測値を収集するセンサ１０３は、各配水池の水位
計、各ポンプ施設、バルブにおける流量計、各ポンプ施設と末端局における水圧計、各ポ
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ンプ施設のポンプ運転号機、回転数、消費電力の計測器、各バルブの開度の計測器、など
が該当する。
【００３７】
　また、この例にて、監視制御装置１０２が制御を指示するサブコントローラ１０４は、
各ポンプの始動・停止、回転数調整機器、各バルブの開度調整などを制御するコントロー
ラが該当する。
【００３８】
　続いて、図４Ａ、図４Ｂを参照して、本実施例１における運用計画例を説明する。運用
計画とは、ここでは、運用計画立案時点から所定の将来期間（例えば２４時間分）におけ
る、制御目標ないしはプロセス状態の推移の計画をさす。こうした制御目標ないしはプロ
セス状態の具体例としては、配水池の水位、各流量計での取送配水量、各ポンプ施設にお
けるポンプ運転台数、回転数、各バルブの開度などがある。
【００３９】
　図４Ａでは、運用計画の例として配水池Ａの水位の推移４００を、また図４Ｂでは、運
用計画の例として送水ポンプ施設Ｓのポンプ運転台数の推移４１０を示している。
【００４０】
　こうした運用計画における推移は、時間ステップ（以下、例として３０分間とする）ご
との値の時系列で表現する。この際、時々刻々と変化するプロセスを３０分間ごとの値で
表現するために、適切な集約方法で時間ステップを代表する値を定める。例えば、水位は
毎時０分および３０分における値、取水・送水・配水量は各３０分の平均値を取る。対象
で配水池施設能力等に余裕のない場合、ポンプ運転台数は、毎時０分および３０分だけで
なく、任意の時刻に切替できるようにする必要がある。
【００４１】
　次に、図５を参照して、本実施例の運転範囲抽出部１１１により抽出される運転範囲の
分布および基本指標の例について説明する。
【００４２】
　本実施例における運転範囲抽出部１１１は、運転実績データ記憶部１２１から運転実績
データを取得し、これに基づき運転範囲の抽出、基本指標定義、および、結果送信の各ス
テップにて処理を行う。
【００４３】
　このうち運転実績データの取得ステップにおいて、運転範囲抽出部１１１は、運転実績
データ記憶部１２１より運転実績データを取得する。
【００４４】
　また、運転範囲の抽出ステップにおいて、運転範囲抽出部１１１は、各対象項目につい
て、運転実績データの典型的な運転範囲を計算する。運転範囲抽出部１１１が処理対象と
する項目、すなわち対象項目は、予め設定したプロセス状態の計測値である。例えば、運
転範囲抽出部１１１は、取水量、送水量、配水量、配水池水位、各種ポンプ・バルブの運
転切替操作の回数、間隔、時間帯、運転時間などの事象を対象項目とする。
【００４５】
　また、運転範囲抽出部１１１は、同じ計測値に関して、複数の時間区分や集約方法を用
いることで複数の運転範囲の分布を抽出し、基本指標を定めることができる。運転範囲抽
出部１１１は、例えば取水量について、３０分平均値の運転範囲と、１日あたりの積算値
の運転範囲とを抽出し、それぞれに別の基本指標を定めることができる。
【００４６】
　また、運転範囲抽出部１１１は、計測値を加工した値について運転範囲の分布を抽出し
、基本指標を定めてもよい。例えば、運転範囲抽出部１１１は、送水量の前時刻からの変
化量や、取送配水ポンプの運転に要する消費電力、前記消費電力にもとづく各施設におけ
る電力の３０分平均値（電力デマンド値）、需要予測の誤差に対する運用計画の頑健性の
指標などを処理の対象とできる。
【００４７】
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　なお、需要予測の誤差に対する運用計画の頑健性としては、例えば、需要量が予測より
も継続的に多いか少ない状況で、運用計画どおりの運転操作を継続した場合の配水池水位
の推移をシミュレーションし、所定時間内において配水池水位が運用範囲を逸脱する最大
の大きさなどを用いることができる。
【００４８】
　例えば、運転範囲抽出部１１１は、ある配水ポンプ施設における１日あたりのポンプ台
数の切替回数を対象項目とし、当該項目のヒストグラムを計算し、大部分の実績データが
含まれる範囲を計算する。
【００４９】
　図５に示す、（ａ）運転実績の分布グラフ５００は、運転範囲抽出部１１１が計算した
、ある配水ポンプ施設における１日あたりのポンプ台数の切替回数のヒストグラムである
。運転範囲抽出部１１１は、相対頻度が所定の値以上である切替回数の上限値を計算する
ことで、当該項目の範囲を計算する。運転範囲抽出部１１１の計算した範囲の上限値を図
中に破線で示す。
【００５０】
　運転範囲抽出部１１１による範囲の計算方法は、対象項目等に応じて、所定のパーセン
タイル値を計算する方法や、平均値から標準偏差の所定倍値はなれた値を計算する方法な
どを用いる。また、対象項目等に応じて、上限値だけでなく、下限値も計算する。必要に
応じて、一つの対象項目に対して、複数の上限値、下限値を計算してもよい。
【００５１】
　また、運転範囲抽出部１１１は、基本指標定義ステップにて、上述の運転範囲からの逸
脱度を定量化する基本指標の計算方法を定める。運転範囲抽出部１１１は、例えば、上述
のポンプの切替回数に関して、運転範囲（切替回数上限値）を用いて以下の計算方法を基
本指標として定める。
【００５２】
　　（基本指標値）＝ｍａｘ［（切替回数）－（切替回数上限値）、０］
　ここでｍａｘは最大値演算である。
【００５３】
　図５における、（ｂ）基本指標値グラフ５１０は、運転範囲抽出部１１１が上述のごと
き手法にて定めた、ある配水ポンプ施設における１日あたりのポンプ台数の切替回数の基
本指標値である。
【００５４】
　また、運転範囲抽出部１１１は、上述の基本指標の一覧とそれらの計算方法を問題構成
学習部１１２に送信して処理を終了する。
【００５５】
　運用計画立案装置１０１は、上述の運転範囲抽出部１１１の処理により、過去の運転実
績データにもとづいて個々の運転範囲抽出項目に対する、（経験ある）運転員の操作傾向
を抽出できる。なお、運用計画立案装置１０１は、需要予測の誤差に対する運用計画の頑
健性を基本指標とすることで、需要予測に誤差が生じても安定した運用を継続できる運用
計画を立案できる。
【００５６】
　以下、本実施形態における運用計画立案方法の実際手順について図に基づき説明する。
以下で説明する運用計画立案方法に対応する各種動作は、運用計画立案装置１０１がメモ
リ等に読み出して実行するプログラムによって実現される。そして、このプログラムは、
以下に説明される各種の動作を行うためのコードから構成されている。
【００５７】
　図６は、実施例１における運用計画立案方法のフロー例を示す図であり、具体的には問
題構成学習部１１２の処理フローを示すフローチャートである。以下、図６のフローを参
照して、問題構成学習部１１２の処理を説明する。
【００５８】
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　この場合まず、問題構成学習部１１２は処理を開始する（ステップ６０１）。この開始
は、入力部２０５ないし通信制御部２０４を介して所定装置から所定の指示を受け付ける
か、或いは、予め定めた時期の到来を検知して実行されるものとする。
【００５９】
　続いて、問題構成学習部１１２は、運転実績データ記憶部１２１より運転実績データを
取得し、また、運転範囲抽出部１１１より基本指標の一覧とそれらの計算方法を取得する
（ステップ６０２）。
【００６０】
　また、問題構成学習部１１２は、上述のステップ６０２で得た基本指標を組合せること
で、運用計画の評価指標を生成する（ステップ６０３）。このステップにおける問題構成
学習部１１２は、例えば線形演算と最大値演算により基本指標をランダムに組合せること
で、少なくとも一つの評価指標を生成する。
【００６１】
　運用計画を表現するベクトルをＸ、運用計画立案時点までのプラント状態をｓ、基本指
標ないしは基本指標を組合せた指標をｈ＿ｉとすると（ここで、＿は下付き文字の略記法
である）、線形演算と最大値演算による組合せで構成できる指標の例としては
【００６２】
【数１】

　がある。ここで、ｗ＿ｉ、ｋ＿ｉは任意の定数である。
【００６３】
　次に、問題構成学習部１１２は、上述の水道プラントにおける構成に関する制約条件お
よびステップ６０３で得た評価指標を目的関数とする最適化問題を解くことで、過去の所
定期間に関して運用計画案を立案する（ステップ６０４）。
【００６４】
　この場合の問題構成学習部１１２は、ステップ６０３で得ている評価指標をｆとし、水
道プラントの構成に関する複数の制約条件をｇ＿ｊ　（ｊ＝１，２，…，Ｎ）として、運
転実績データのある過去の期間ｐにたいして、当該期間に影響をおよぼすプラントの状態
を表現するベクトルをｓ＿ｐとすると、最適化問題
【００６５】
【数２】

　を解いて最適な運用計画案Ｘ＊＿ｐを立案する。
【００６６】
　上述の状態ｓ＿ｐには、具体的には、当該期間ｐにおける需要量（実績値ないしは予測
値）、当該期間に入る直前の配水池水位やポンプ運転台数、当該期間に入る前までの取水
量積算値などが含まれる。
【００６７】
　また、水道プラントの構成に関する制約条件の例としては、水需要を満足する配水量を
確保すること、取送配水量が各施設の設計範囲内であること、配水池水位が施設の設計範
囲内であること、取送配水量と配水池水位の間で水量収支の関係式を満たすことなどがあ
る。これらの制約条件の定式化方法は、取送配水運用計画の立案に関する公知技術を用い
ることができる。
【００６８】
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　また、最適化問題の最適解として運用計画案を求める方法は、例えば、遺伝的アルゴリ
ズムや、数理計画法などの公知の技術を用いることができる。
【００６９】
　なお、問題構成学習部１１２は、次ステップでの評価のために、期間ｐを複数用意し、
各期間に対して運用計画案を立案するものとする。
【００７０】
　続いて、問題構成学習部１１２は、上述のステップ６０４で立案した運用計画案と、当
該期間における運転実績データとの一致度を計算し、この一致度が最大となる評価指標の
構成を探索する（ステップ６０５）。
【００７１】
　このステップにおける問題構成学習部１１２は、例えば下記の式で与える一致度により
、評価指標ｆを目的関数に用いて立案した運用計画案を評価する。
【００７２】
【数３】

　ここで、Ｅ［ｆ］は評価値、ａ＿ｐは期間ｐにおける運用計画案Ｘ＊＿ｐに対応した実
績値，［・］＿ｍはベクトルの第ｍ成分、ｌ＿ｍ，αは定数である。
【００７３】
　上述の一致度の式は、定数ｌ＿ｍの設定方法により、取水量、送水量、配水量、配水池
水位、ポンプおよびバルブの運転切替時刻にもとづいて計算される。
【００７４】
　続いて、問題構成学習部１１２は、これまで構成した評価指標ｆに対して計算した、一
致度Ｅ［ｆ］に基づいて、十分大きい一致度の評価指標ｆを得たとして問題構成の処理を
終了するかどうかを判定する（ステップ６０６）。
【００７５】
　上述の判定の結果、終了する場合（ステップ６０６：終了）、問題構成学習部１１２は
、処理をステップ６０７に遷移させる。他方、上述の判定の結果、継続する場合（ステッ
プ６０６：継続）、問題構成学習部１１２は、処理をステップ６０３に戻す。
【００７６】
　上述のステップ６０６における処理終了の具体的な判定方法と、ステップ６０３におけ
る評価指標の構成方法については、例えば遺伝的プログラミングなどの公知の技術を用い
ることができる。
【００７７】
　次に、問題構成学習部１１２はこれまで構成した評価指標のうち、一致度が最大となる
評価指標を選択し、目的関数として選択した評価指標と、上述の水道プラントの構成に関
する制約条件との組を問題構成として定め、当該問題構成を運用計画立案部１１４および
構成・計画表示部１５３に送信し（ステップ６０７）、フローを終了する（ステップ６０
８）。
【００７８】
　運用計画立案装置１０１は、上述の問題構成学習部１１２の処理により、互いにトレー
ドオフの関係を有することのある各運転範囲抽出項目に関する運転員の総合的な要求や判
断を、各項目の優先順位づけとして過去の運転実績データにもとづいて抽出できる。
【００７９】
　また、運用計画立案部１１４は、計画立案時点から所定の将来期間を計画の立案対象期
間を対象として、問題構成学習部１１２から受信した問題構成に基づいて運用計画の立案
処理を行う。最適化問題の定式化や最適化問題を解くアルゴリズムは、問題構成学習部１
１２のステップ６０４での処理と同様である。
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【００８０】
　また、運用計画立案装置１０１は、上述の運用計画立案部１１４の処理により、配水池
の計画初期水位、ポンプ施設の計画初期運転台数等がどのような組合せであっても、運転
範囲抽出部１１１および問題構成学習部１１２が抽出した、（経験ある）運転員の過去の
要求や判断を反映した運用計画を立案できる。
【００８１】
　なお、運転範囲抽出部１１１および問題構成学習部１１２は、例えば数ヶ月ごとの所定
の周期にて当該処理を行う。また、運用計画立案部１１４は、２４時間や１２時間周期を
原則とし、プラント運転状態との解離度に応じて操作者から指示を受けて当該処理を行う
。また、運転範囲抽出部１１１および問題構成学習部１１２の処理周期の間の期間では、
運用計画立案部１１４は、最後に問題構成学習部１１２が計算した問題構成を用いて運用
計画を立案する。
【００８２】
　なお、図７は、問題構成表示ウィンドウ７０１の例を示す図である。図７を参照して、
構成・計画表示部１５３が表示部２０６等で表示する問題構成の形態について説明する。
【００８３】
　構成・計画表示部１５３がディスプレイ等の表示部２０６で表示する問題構成表示ウィ
ンドウ７０１は、目的関数表示パネル７１１を有する。構成・計画表示部１５３は、この
目的関数表示パネル７１１に、問題構成学習部１１２から得た問題構成のうち、目的関数
（評価指標）の構成を表示する。
【００８４】
　この目的関数表示パネル７１１は、目的関数として基本指標の線形演算で定まる評価指
標、すなわち式（２）が選択された場合の例を示す。列７２１から列７２３は、基本指標
の項目を示し、列７２４が当該項目のしきい値（運転範囲抽出部１１１の計算した範囲の
境界値）を示す。列７２５の逆数と、列７２６の積が、式（２）で該当する基本指標ｈ＿
ｉに対する係数ｗ＿ｉとなる。
【００８５】
　また、構成・計画表示部１５３は、この目的関数表示パネル７１１において、しきい値
や重みなどのパラメータの修正を入力として受け付けてもよい。当該修正を受け付けた場
合、構成・計画表示部１５３は、修正後のパラメータを運用計画立案部１１４に送信する
。一方、運用計画立案装置１０１は、上述の構成・計画表示部１５３での処理により、操
作者に対して、抽出した（経験ある）運転員の過去の要求や判断を提示し、必要に応じて
修正を受け付けることができる。
【００８６】
　また、図８は、運用計画表示ウィンドウ８０１の例を示す図である。図８を参照して、
構成・計画表示部１５３が運用計画およびその基本指標に関する評価結果を、表示部２０
６等にて操作者に提示する形態について説明する。
【００８７】
　この場合の構成・計画表示部１５３が、ディスプレイ等の表示部２０６で表示する運用
計画表示ウィンドウ８０１は、項目選択パネル８１１、指標値表示パネル８１２、および
、計画詳細表示パネル８１３を有する。
【００８８】
　構成・計画表示部１５３は、上述の各パネルのうち項目選択パネル８１１に対して、表
示対象とする運用計画および基本指標の項目の選択肢を表示する。また、構成・計画表示
部１５３は、項目選択パネル８１１にて、操作者からの選択操作を受け付けて、表示する
運用計画および基本指標の項目の入力を受け取る。
【００８９】
　また、構成・計画表示部１５３は、指標値表示パネル８１２に対して、項目選択パネル
８１１で選択された項目を対象に、運転範囲抽出部１１１が抽出した運転範囲の分布にお
ける運用計画の位置づけを表示し、また、対応する基本指標を計算して表示する。
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【００９０】
　また、構成・計画表示部１５３は、指標値表示パネル８１２に、運転範囲抽出部１１１
から受信した指標関数８２１およびしきい値８２２をグラフ表示し、その上に計画値８２
５を重ねて指標値８２６を可視化し、運転範囲からの逸脱度８２７を数値で表示している
。
【００９１】
　構成・計画表示部１５３は、計画詳細表示パネル８１３に対して、構成・計画表示部１
５３から受信した運用計画のうち項目選択パネル８１１で選択された項目の計画期間にお
ける時系列での推移を、計画値時系列８３５としてグラフ表示している。また構成・計画
表示部１５３は、しきい値８３１を重ねて表示している。
【００９２】
　運用計画立案装置１０１は、立案した運用計画を、上述の構成・計画表示部１５３の処
理により、抽出した運転員の過去の要求や判断の満足度（逸脱度）の観点で評価し、操作
者に対して提示できる。
【００９３】
－－－実施例２－－－
　本実施例では、運用計画立案装置１０１が、実施例１の構成に加えて監視制御システム
１０２の機器状態に基づいてプラントの運用条件を抽出する運用条件抽出部９１５を備え
る例について示す。
【００９４】
　この場合の運用計画立案装置１０１は、問題構成学習部１１２が運用条件ごとに評価指
標の構成に加える変更を探索して計算し、また運用計画立案部１１４は、運用条件に対応
する評価指標の構成を目的関数として選択することとなる。なお、運用計画立案装置１０
１における構成と処理の大部分は上述の実施例１と同様のため、重複する説明は繰り返さ
ず、相違点のみ説明する。
【００９５】
　図９は、実施例２における運用計画立案装置１０１の論理構成を示す図であり、具体的
には、運用条件抽出部９１５を備えた運用計画立案装置１０１を含む運用制御システム１
００の構成例を示す図である。
【００９６】
　本実施例における運用条件抽出部９１５は、運転実績データ記憶部１２１より運転実績
データを取得し、この運転実績データから水道プラントにおける機器状態の平常時からの
相違点を運用条件として抽出し、この運用条件を問題構成学習部１１２および運用計画立
案部１１４に送信する。
【００９７】
　例えば、ある期間において、特定の配水池および配水ポンプ施設の設備が電気点検等に
より一時的に停電したとの情報が運転実績データに含まれている場合、運用条件抽出部９
１５は、この配水池および配水ポンプ施設における停電を、一つの運用条件として抽出す
る。こうした、運用条件抽出部９１５が抽出する運用条件は、停電にかぎらず、ポンプ等
の機械設備の故障や使用休止、流量計等の計装設備の故障、監視制御システムの一部機能
制限等を含む。
【００９８】
　本実施例における問題構成学習部１１２は、追加で上述の運用条件抽出部９１５より運
用条件を受信し、平常条件と各運用条件について問題構成を学習し、問題構成を運用計画
立案部１１４および構成・計画表示部１５３に送信する。本実施例の問題構成学習部１１
２の詳細は、図１０の説明にて後述する。
【００９９】
　本実施例の運用計画立案部１１４は、追加で運用条件抽出部９１５より、計画対象期間
における運用条件を受信し、また、問題構成学習部１１２より、運用条件に対応した問題
構成、特に目的関数とする評価指標の構成を受信し、当該運用条件に対応した問題構成を
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用いて運用計画を立案し、この運用計画を計画出力部１５２および構成・計画表示部１５
３に送信するものとなる。
【０１００】
　図１０は、本実施例における運用計画立案方法のフロー例を示す図であり、具体的には
問題構成学習部１１２の処理を示すフローチャートである。以後、図１０を参照して本実
施例における問題構成学習部１１２の処理を説明する。
【０１０１】
　まず、問題構成学習部１１２は処理を開始する（ステップ１００１）。この開始は、入
力部２０５ないし通信制御部２０４を介して所定装置から所定の指示を受け付けるか、或
いは、予め定めた時期の到来を検知して実行されるものとする。
【０１０２】
　次に、問題構成学習部１１２は、運転実績データ記憶部１２１より運転実績データを、
運転範囲抽出部１１１より基本指標の一覧とそれらの計算方法を、また、運用条件抽出部
９１５より過去の運用条件をそれぞれ受信する（ステップ１００２）。
【０１０３】
　次に、問題構成学習部１１２は、平常条件、すなわち、もっとも典型的で同条件での運
転期間の長い運用条件に対して、問題構成を学習する（ステップ１００３）。本ステップ
では、学習の対象期間ｐを、平常条件であった期間内に限定して、図６におけるステップ
６０３からステップ６０６までの処理を行う。
【０１０４】
　次に、問題構成学習部１１２は、平常条件以外の各運用条件に対して、問題構成を学習
する（ステップ１００４）。本ステップでは、学習の対象期間ｐを、各運用条件であった
期間内に限定し、また、評価指標の構成を、平常条件の指標に近い構成に限定して、図６
におけるステップ６０３からステップ６０６までの処理を行う。
【０１０５】
　なお、上述の評価指標の構成が、平常条件の指標に近い構成である、とは、例えば、当
該運用条件の評価指標を定める定数（式（１）や（２）におけるｗ＿ｉやｋ＿ｉ）のベク
トルと、平常条件の評価指標を定める定数のベクトルとの距離が、所定の値よりも小さい
ことを言う。ベクトル間の距離は、両ベクトルの差のＬ１ノルム、Ｌ２ノルムや、異なる
要素の数等を用いることができる。
【０１０６】
　次に、問題構成学習部１１２は、上述のステップ１００３、１００４でそれぞれ得た、
平常条件と各運用条件に対する問題構成を、運用計画立案部１１４および構成・計画表示
部１５３に送信し（ステップ１００５）、フローを終了する（ステップ１００６）。
【０１０７】
　本実施例の運用計画立案装置１０１は、上述の運用条件抽出部９１５、問題構成学習部
１１２、および、運用計画立案部１１４での追加処理により、水道プラントにおける機器
状態が特殊な運用条件のもとにおける、運用に対する運転員の過去の要求や判断の変化を
抽出し、当該機器状態に応じた運用計画を立案できる。
【０１０８】
　図１１は、運用条件別問題構成表示ウィンドウ１１０１の例を示す図である。図１１を
参照して、構成・計画表示部１５３が運用条件別の問題構成を操作者に提示する形態につ
いて説明する。
【０１０９】
　構成・計画表示部１５３が、ディスプレイ等の表示部２０６に表示する運用条件別問題
構成表示ウィンドウ１１０１は、運用条件選択ボックス１１１０、判定基準表示パネル１
１２０、および、構成変更表示パネル１１３０を有する。
【０１１０】
　構成・計画表示部１５３は、上述のうち運用条件選択ボックス１１１０に、平常時以外
の各運用条件をプルダウンメニュー等で選択可能に一覧表示して、操作者による、表示対
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象の運用条件の選択を、入力として受け付ける。図１１では、「配水池Ｃ設備停電」すな
わち、配水池および配水池Ｃに設置された配水ポンプ施設の設備が停電した条件が、操作
者により選択されている。
【０１１１】
　また、構成・計画表示部１５３は、判定基準表示パネル１１２０にて、上述の運用条件
選択ボックス１１１０で選択された運用条件に関する判定基準を表示する。この判定基準
表示パネル１１２０のテーブルにおいて、列１１２１には判定に利用するデータ項目が、
列１１２２には、当該データ項目に関して上述の運用条件に該当すると判定する条件が表
示されている。
【０１１２】
　また、構成・計画表示部１５３は、構成変更表示パネル１１３０にて、上述の運用条件
選択ボックス１１１０で選択された運用条件において、平常時の問題構成に対して加える
問題構成の変更点を表示する。図１１の例の場合、テーブルの列１１３１から１１３３は
基本指標の項目を示し、列１１３４から列１１３６が変更される数値を示す。
【０１１３】
　本実施例の運用計画立案装置１０１は、上述の構成・計画表示部１５３の処理により、
操作者に対して運用条件ごとに抽出した運転員の過去の要求や判断の変化を提示し、必要
に応じて修正を受け付けることができる。
【０１１４】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実
施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例
の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部につ
いて、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
【０１１５】
　また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば
集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機能
等は、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することにより
ソフトウェアで実現してもよい。各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の
情報は、メモリや、ハードディスク、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）等
の記録装置、または、ＩＣカード、ＳＤカード、ＤＶＤ等の記録媒体に置くことができる
。
【０１１６】
　こうした本実施形態によれば、プラント個別の状況や運転ノウハウを適宜に反映させた
運用計画を立案可能となる。
【０１１７】
　本明細書の記載により、少なくとも次のことが明らかにされる。すなわち、本実施形態
の運用計画立案装置において、前記問題構成学習部は、前記基本指標を線形演算および最
大値演算により組合せることで前記評価指標を生成するものであるとしてもよい。
【０１１８】
　これによれば、運用計画立案に向けて適宜な評価指標を効率良く生成することが可能と
なる。
【０１１９】
　また、本実施形態の運用計画立案装置において、前記問題構成学習部は、需要予測の誤
差に対する運用計画の頑健性の指標を基本指標として用いるものであるとしてもよい。
【０１２０】
　これによれば、需要予測に対して実需が大きくずれる事態となった場合でも、これに対
応して実際のプラント運用に問題が生じないことを運用計画の要点として考慮することが
出来る。
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【０１２１】
　また、本実施形態の運用計画立案装置において、前記運転実績データが示す、前記プラ
ントにおける所定機器の状態に基づいて、当該プラントの運用条件を抽出する運用条件抽
出部を更に備え、前記問題構成学習部は、前記運用条件ごとに前記評価指標の構成に加え
る変更を探索するものであり、前記運用計画立案部は、前記運用条件に対応する評価指標
の構成を目的関数として選択するものである、としてもよい。
【０１２２】
　これによれば、評価指標の探索を効率良く行うことが可能となる。
【０１２３】
　また、本実施形態の運用計画立案装置において、前記運用計画と、前記運用計画の前記
運転範囲からの逸脱度とを、所定装置にて表示する構成・計画表示部を更に備える、とし
てもよい。
【０１２４】
　これによれば、運用計画立案装置のユーザが、立案された運用計画とその内容について
容易に認識し、その良否等について理解がしやすくなる。
【０１２５】
　また、本実施形態の運用計画立案装置において、前記探索した評価指標の構成を所定装
置にて表示し、前記構成に対する修正指示を受け付ける構成・計画表示部を更に備えると
してもよい。
【０１２６】
　これによれば、評価指標をユーザの思考や実際状況等に則したものに修正可能となる。
【０１２７】
　また、本実施形態の運用計画立案装置において、水道プラントの取送配水プロセスを運
用計画立案の対象とし、前記運転範囲抽出部は、取水量、送水量、配水量、配水池水位、
ポンプおよびバルブの運転切替操作の回数、間隔、時間帯、の少なくともいずれかについ
て、前記分布を抽出するものである、としてもよい。
【０１２８】
　これによれば、水道プラントに関する運用計画において、キーとなりうる事象に関して
基本指標を特定し、ひいてはこれを用いる評価指標と運用計画における精度を良好なもの
と出来る。
【０１２９】
　また、本実施形態の運用計画立案装置において、水道プラントの取送配水プロセスを運
用計画立案の対象とし、前記問題構成学習部は、前記運用計画案と当該期間に関する運転
実績データとの一致度を、取水量、送水量、配水量、配水池水位、ポンプおよびバルブの
運転切替時刻の差、の少なくともいずれかに基づいて計算するものである、としてもよい
。
【０１３０】
　これによれば、水道プラントに関する運用計画において、キーとなりうる事象に関して
精度良好な評価指標を特定出来る。
【符号の説明】
【０１３１】
１００　運用制御システム
１０１　運用計画立案装置
１０２　監視制御装置
１０３　センサ
１０４　サブコントローラ
１１１　運転範囲抽出部
１１２　問題構成学習部
１１３　需要予測部
１１４　運用計画立案部
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１２１　運転実績データ記憶部
１５１　データ収集部
１５２　計画出力部
１５３　構成・計画表示部
２０１　ＣＰＵ
２０２　メモリ
２０３　メディア入出力部
２０４　通信制御部
２０５　入力部
２０６　表示部
２０７　周辺機器ＩＦ部
２１０　バス
２２０　ネットワーク

【図１】

【図２】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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